
 

Instructions for use

Title 国際私法の基礎理論（一）

Author(s) ノイハウス, パウル・ハインリッヒ; 櫻田, 嘉章//訳

Citation 北大法学論集, 30(2), 123-141

Issue Date 1979-10-17

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/16286

Type bulletin (article)

File Information 30(2)_p123-141.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


需品

訳〉

「
国
際
私
法
の
基
礎
理
論
」

第
二
版

ノ

イ

ウ

(ー)長

パ
ウ
ル

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

〈
訳
者
は
し
が
き
〉

本
書
の
著
名
で
あ
る
パ
ウ
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ノ
イ
ハ
ウ
ス
氏
(
H
M

〉
d
F

国
民
Z
百円い国

Z
E』
出
〉
白
山
)
は
、
国
際
的
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
マ
ツ

ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
外
国
私
法
・
国
際
私
法
研
究
所
の
研
究
員
で
あ
り
、

ノ、

ン

プ
ル
グ
大
学
で
教
授
と
な
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
今
夏
銚
舌
を
弄
す
る
ま
で
も

な
く
教
授
は
間
ト
イ
ツ
に
お
け
る
伝
統
的
嗣
際
私
法
学
の
代
表
老
の
一
人
で

あ
り
、
そ
の
学
殖
の
豊
か
さ
、
広
さ
、
深
さ
の
点
に
お
い
て
は
他
の
追
随
を

許
さ
ぬ
大
家
で
あ
る
。
こ
こ
に
訳
出
を
試
み
る
む
5
0
2ロ
L
r
o
m
門広
O
L
g

百円
m
g
p
H
E
E
-
E
H
J
2
2
5
n
y
g
N・
〉
口
出
・

(
5
4
3
は、

名
芥
の
対
日
」
門
川

楼

↓干拐

写E

ffI 

い
一
九
六
二
年
の
第
一
版
を
大
幅
に
改
訂
・
桶
補
し
た
も
の
で
あ
り
、
長
ら

く
そ
の
完
成
が
待
た
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
殊
に
そ
の
問
に
強
ま
っ
た
ア

メ
リ
カ
国
際
私
法
か
ら
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
対
し
、
伝
統
的
国
際
私
法
の
立
場

か
ら
応
え
た
本
書
は
、
ま
さ
に
現
代
ド
イ
ツ
国
際
私
法
学
の
最
高
水
準
を
示

す
、
国
際
私
法
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
権
威
あ
る
基
本
書
で
あ
る
と
い
え
よ

ぅ
。
そ
の
内
容
の
紹
介
・
批
評
は
他
日
に
期
す
と
し
て
、
お
よ
そ
国
際
私
法

理
論
の
学
習
・
研
究
に
必
要
な
基
礎
的
知
識
が
、
高
度
の
理
論
的
水
準
を
保

ち
な
が
ら
極
め
て
分
り
易
く
説
か
れ
て
い
る
本
書
は
、
わ
が
国
の
国
際
私
法

学
徒
に
と
っ
て
も
必
読
の
書
で
あ
る
。
非
才
を
行
み
ず
敢
え
て
本
書
の
翻
訳
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料

に
若
手
し
た
の
は
、
木

H
H

け
の
こ
の
よ
う
な
曲
は
か
な
内
終
に
う
た
れ
た
た
め
で

あ
る
が
、
更
に
ノ
イ
ハ
ウ
ス
教
疫
の
悶
際
弘
法
学
に
か
け
る
情
熱
に
田
氏
敬
の

資

念
を
抱
い
た
か
ら
で
あ
る
。
仮
訳
と
は
い
え
筆
者
の
こ
の
拙
い
日
本
語
訳
が

あ
る
い
は
本
冷
の
師
値
を
旧
制
う
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
な
が
ら
も
、
訳
者
の

誤
解
や
誤
訳
に
つ
い
て
は
必
者
涜
賢
の
御
叱
正
を
頂
い
て
、
と
も
か
く
も
で

き
る
だ
け
円
十
い
時
別
に
円
以
後
ま
で
完
成
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

書
名
に
つ
い
て
六
日
す
れ
ば
、
原
則
閣
の
「
基
本
概
念
」
を
「
法
礎
理
論
」

と
敢
え
て
窓
訳
し
た
の
は
、
叫
ぶ
点
引
の
は
し
が
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
論
の
内

容
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
「
国
際
私
法
の
来
鎚
理
論
」
と
表
現
す
る
こ
と
が

日
本
語
の
ひ
び
き
と
し
て
当
を
得
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
翻
訳
に

当
つ
て
は
原
文
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
心
掛
け
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
大

帽
に
意
訳
し
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
予
め
お
こ
と
わ
り
し
て
党
忽
を
乞
う
次
第

で
あ
る
。

最
後
に
本
万
の
翻
訳
を
快
ぶ
さ
れ
、
川
版
社
の
許
ザ
ま
で
と
っ
て
頂
い
た

ノ
イ
ハ
ウ
ス
数
段
に
謝
立
を
表
す
る
と
共
に
、
今
日
ま
で
翻
訳
の
行
子
が
遅

延
し
た
こ
と
を
お
わ
び
中
し
上
げ
た
い
。

#
な
お
、
本
山
第
一
版
の
紹
介
が
既
に
桑
間
三
郎
教
授
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て
い
る
(
法
学
新
報
七

O
巻
八
号
、
同
際
私
法
研
究
一
一
一
二
七
点
以
下

参
照
〉
。
吏
に
、
ノ
イ
ハ
ウ
ス
数
回
日
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば

C
G
F
E♂

剛
山
岳
己
ωN

∞L・
混
合
唱
叶
S
E
N
-
ω

を
み
ら
れ
た
い
。

は

し

が

き
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本
書
は
主
と
し
て
私
が
こ
の
一
一
一
十
年
の
問
に
悶
際
私
法
・
国
際
訴
必
訟
に

つ
い
て
書
き
記
し
た
も
の
を
集
め
、
最
新
の
資
料
を
加
味
し
て
体
系
と
し
て

ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
心
を
な
す
の
は
い
ず
こ
の
国
に
お
い

て
も
同
じ
僚
に
あ
ら
わ
れ
、
し
か
も
国
際
私
法
の
理
解
に
必
須
の
総
論
の
治

問
題
で
あ
り
、
国
毎
に
臭
っ
て
い
る
個
別
的
問
題
は
例
示
的
に
ふ
れ
る
に
と

ど
め
た
。

一
九
六
二
年
の
第
一
版
に
比
べ
れ
ば
多
数
の
比
較
的
小
さ
な
補
充
の
他
に

十
節
分
の
追
加
が
な
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
国
際
私
法
の
歴
史
、
述
紡
点

「
行
為
地
」
及
び
「
旗
国
」
、
基
本
権
、
国
際
手
続
法
に
閲
す
る
一
章
並
び
に

国
際
私
法
の
法
典
化
に
関
す
る
補
選
が
そ
れ
で
あ
る
。
更
に
最
新
の
動
向
を

顧
慮
す
る
た
め
に
第
一
章
「
基
本
観
念
」
に
著
し
く
手
を
加
え
た
。
そ
れ
は

第
一
版
、
か
、
当
時
に
お
い
て
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
異
論
の
唱
え
ら
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
伝
来
的
国
際
私
法
を
ま
ず
叙
述
し
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に

対
し
て
、
本
第
二
版
は
種
々
の
批
判
に
対
し
て
伝
来
的
図
際
私
法
の
疋
当
性

を
主
長
し
、
そ
の
生
命
力
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

マ
ヅ
グ
ス
・

0

フ
ラ
ン
ク
外
国
私
法
・
国
際
私
法
研
究
所
の
内
外
に
あ
っ
て

本
点
の
完
成
に
助
言
と
批
判
を
惜
し
ま
れ
な
か
っ
た
諸
氏
に
感
謝
の
念
を
禁

じ
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
執
筆
以
外
の
義
務
を
広
く
免
除
し
て
下
さ

っ
た
所
長
コ
ソ
ラ
ッ
ド
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
(
問
。
ロ
S

L

N
唱
巳

m
2
C
教
授

に
は
殊
に
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
僚
ヤ
ン
・
グ
ロ
フ
ォ
ラ
l



(
]
田
口
剛
山
門
C
H】

r
c
z
o円
)
私
講
師
は
変
ら
な
い
忍
耐
力
で
も
っ
て
ま
ず
執
筆
に

つ
い
て
、
つ
い
で
草
稿
に
目
を
と
お
さ
れ
た
後
に
は
そ
の
整
理
に
つ
い
て
私

を
励
ま
し
、
多
く
の
加
筆
訂
互
に
御
助
力
頂
い
た
。
弁
護
士
ク
リ
ス
タ
・
ハ

イ
ニ
ン
グ

(
(
U
Y
己
主
防
出
丘
三
口
問
)
夫
人
に
は
無
数
の
引
用
の
照
合
に
つ
い

て
非
常
な
御
努
力
を
頂
い
た
し
、
カ
ル
ロ
ス
・
プ
ェ
ノ
・
グ
ス
マ
ン
(
わ

R-s

回

zoロC

のロ
N
B降
ロ
)
博
士
な
ら
び
に
ベ
ー
タ
1

・
ド
プ
フ
ェ
ル
(
句

2
R

oc-rc
博
士
に
は
校
正
に
御
協
カ
を
頂
い
た
。

マ
カ
ロ
フ
(
〉

-z-
豆
島
2
2
)
へ
の
本
書
の
献
口
主
は
、
私
が
個
人
と
し

て
負
う
こ
と
の
多
い
大
家
で
あ
り
旧
友
で
あ
る
人
に
対
し
て
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
て
、
最
も
純
粋
な
客
観
性
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
視
貯
の
点
で
す
べ
て
の

国
際
私
法
学
者
の
模
範
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
今
も
模
範
で
あ
る
人
に
対
し
て

で
あ
る
。

付

草
稿
は
一
九
七
五
年
十
一
月
に
完
成
し
た
が
、
個
別
的
に
は
資
料
の
補
足

を
施
し
た
。

第三版

ハ
ン
，
フ
ル
ク

一
九
七
六
年
六
月

「国際私法の基礎理論J

H
・
N

第
一
版
へ
の
は
し
が
き
か
ら

本
書
の
書
名
は
国
際
私
法
の
明
瞭
な
肺
概
念
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
著
者
の

信
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
法
規
の
欠
候
補
充
の
た
め
に
概
念
に
創
造

的
な
力
を
与
え
る
過
去
の
概
念
法
学
の
意
味
に
お
い
て
で
な
く
、
ま
た
笑
定

法
を
一
つ
の
閉
鎖
的
体
系
に
徹
底
的
に
悶
定
す
る
と
い
う
芯
味
に
お
い
て
で

も
な
い
。
即
ち
、
法
の
継
続
的
形
成
と
、
時
代
に
即
し
た
変
遷
は
可
能
で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
結
局
法
的
良
心
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
こ
と
は
こ
の
良
心
、
い
い
か
え
れ
ば
法
感
覚
に
過
大
な
要
求
を
つ
き
つ

け
、
同
時
に
法
的
安
定
性
を
著
し
く
危
険
に
さ
ら
し
、
す
べ
て
の
実
定
的
に

定
め
の
な
い
問
題
を
直
接
に
裁
判
官
の
個
人
的
な
決
定
に
委
ね
る
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
国
際
私
法
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

国
際
私
法
の
制
定
法
に
よ
る
定
め
は
あ
ま
り
に
多
く
の
問
題
を
未
解
決
の
ま

ま
に
残
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
際
に
自
然
な
法
感
情
に
訴
え
る
こ
と
が
あ

ま
り
に
も
少
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
際
私
法
、
か
係
争
事
実
関
係
を
多
く

は
直
接
に
規
律
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
律
す
る
た
め
に
援
用
さ
れ
る
法
律

を
定
め
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
基
因
す
る
。
斯
学
の
大
家
で
あ
れ
ば
そ
の
解

決
に
あ
た
っ
て
は
論
理
的
考
慮
に
と
ら
わ
れ
ず
、
そ
の
良
か
な
経
験
に
基
づ

い
た
、
適
切
な
結
果
に
対
す
る
勘
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

稀
に
し
か
国
際
私
法
に
携
わ
る
こ
と
の
な
い
、
従
っ
て
そ
の
問
題
の
行
き
っ

き
う
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
わ
ず
か
の
展
望
し
か
も
た
な
い
平
均
的
法
律
家

ゃ
、
ま
し
て
や
初
心
者
た
る
学
生
に
と
っ
て
は
、
事
案
を
ま
ず
型
通
り
に
解

決
し
、
合
理
的
に
理
解
し
、
叩
中
日
得
す
る
こ
と
の
可
能
な
規
則
を
必
要
と
す
る

の
で
あ
る
。
意
関
さ
れ
た
結
果
の
公
平
さ
の
検
討
、
な
ら
び
に
そ
の
規
則
に

よ
っ
て
把
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
諸
問
題
の
決
定
は
、
そ
の
後
の
問
題

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
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料

目

i)， 

第

十

九

節

累

積

述

結

第

二

十

節

連

結

の

公

理

第
二
十
一
節
既
得
権
保
護

第

二

十

二

節

目

S
H
E同
2
k
l
1有
利
原
則

第
二
十
三
節
属
地
性

第
二
十
四
節
特
徴
的
内
容
の
法

第
二
十
五
節
句

HOE-o聞
広

第
四
章
個
別
連
結
に
つ
い
て

第
二
十
六
節
属
人
法
の
連
結

第

二

十

七

節

国

籍

第
二
十
八
節
住
所

(
U
O
B
E日

〉

第
二
十
九
節
常
居
所

第

三

十

節

行

為

地

第
三
十
一
節
所
在
地

第

三

十

二

節

旗

国

第
三
十
三
節
当
事
者
自
治

第
三
十
四
節
推
定
的

2
3
2
z
t
R
Z
H
)
当
事
者
意
思

第
五
章
連
結
の
特
別
問
題

第

三

十

五

節

反

致

第
三
十
六
節
反
致
の
促
進
的
連
結
と
抑
制
的
連
結

第
三
十
七
節
隠
れ
た
反
致

第
三
十
八
節
優
先
適
用

(
Z岳

5
3
n
E間己認
γ
i自
己
抑
制

第
三
十
九
節
準
拠
法
変
更

資

略

号

表

第
二
早
基
本
観
念

第
一
節
国
際
私
法
(
概
念
、
特
質
、
名
称
)

第

二

節

統

一

法

第
二
一
節
決
定
法
と
指
定
法

第
四
節
国
際
私
法
の
問
題
の
把
え
方

第
五
節
国
際
私
法
に
お
け
る
正
義

第
六
節
判
決
の
調
和

第
七
節
法
廷
地
法

i
自
国
法
志
向

第

八

節

国

際

法

第

九

節

比

較

法

第

十

節

歴

史

第
二
草
紙
触
規
定
の
構
成
要
件

第
十
一
節
低
触
規
定

第
十
二
節
類
型
化
か
個
別
化
か

第
十
三
節
憎
質
決
定

第
十
四
節
性
質
決
定
の
対
象

第
十
五
節
性
質
決
定
の
準
拠
法

第
十
六
節
部
分
問
題

l
先
行
問
題

第
十
七
節
方
式
と
実
質

第
三
章
辿
結
総
説

第
十
八
節
連
結
素
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付

第

四

十

節

不

変

更

性

第
四
十
一
節
地
際
私
法

第
四
十
二
節
人
際
法

第
六
章
外
国
法
の
適
用

第
四
十
三
節
外
国
法
適
用
の
過
程

第
四
十
四
節
外
国
法
適
用
の
範
囲

第
四
十
五
節
相
互
性
と
報
復

第
四
十
六
節
先
決
問
題
|
|
代
用

(
ω
E
E
E
C
Cロ)

第

四

十

七

節

適

応

第
四
十
八
節
肢
行
的
法
律
関
係

第

四

十

九

節

公

序

第

五

十

節

基

本

権

第
五
十
一
節
特
別
留
保
条
項

第
五
十
二
節
補
充
法

第

七

章

手

続

第
五
十
三
節
国
際
民
事
手
続
法

第
五
十
四
節
裁
判
権

l
l
「
制
度
回
有
の
管
結
権
し

(
君
。
凹
四
回
目

g
m
oロ
o
N
Z回
同
世
ロ
仏
国
間

r
E仲
)

第
五
十
五
節
国
際
的
管
轄
権

第
五
十
六
節
国
際
的
管
轄
権
の
規
準

第
五
十
七
節
句

O
E
B
8
5田
町

l
r
B
E
r
m
-印
(
並
行
〉

第
五
十
八
節
外
国
手
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の
承
認
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選
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典
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索
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第
一
章

基

本

観

念

第
一
節

国
際
私
法
(
概
念
、
特
質
、
名
称
)

ー
、
国
際
私
法
の
概
念
は
三
義
に
お
よ
び
、
三
一
通
り
に
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

ー
、
国
際
私
法
と
は
そ
の
語
の
意
義
に
お
い
て
は
国
際
的
に
妥
当
す
る
私
法

で
あ
り
、
最
も
恵
ま
れ
た
相
場
合
に
は
位
界
法
と
な
る
が
、

「
多
国
的
」

(
3
B
A
P
Z
Z
2
t岳
民
Z
)

私
法
を
い
う
。
最
も
適
切
に
は
「
国
際

的
統
一
、
法
」

(
=
E
Z
2
2
Z
E
-
2
開

5
r
2仲間
2
Z
J
L」
称
さ
れ
、
た
と
え

ば
一
九
一
一
円
い
了
一
三
年
の
ジ
ュ
ネ
I
ヴ
統
一
手
形
・
小
切
手
法
条
約
、
あ
る

い
は
一
九
六
四
年
の
国
際
動
産
売
買
に
関
す
る
統
一
法
を
含
ん
で
い
る
(
詳

い
ず
れ
に
し
ろ

付

細
は
後
述
第
二
節
統
一
法
参
照
)
つ

第三版

2
、
広
義
の
、
厳
格
で
な
い
意
義
に
お
け
る
国
際
私
法
と
は
、
国
際
的
要
素
、

「
渉
外
関
係
し
(
〉
口
『

w
g
Z
N
F
7
5
m
)
を
伴
う
私
的
関
係
に
関
連
す
る
す
べ

「国際私法の基礎理論」

て
の
法
を
い
う
。

即
ち
、
各
個
別
国
家
の

(ロ丘町
O
ロ
巳
《
曲
仲
間
三
--nrv)

律
の
空
間
的
妥
当
範
聞
を
こ
え
る
私
法
的
事
実
関
係
に
関
す
る
法
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
含
ま
れ
る
の
は
た
と
え
ば
輸
出
入
契
約
に
関
す
る
規
定
、
あ
る

い
は
国
籍
の
異
な
る
者
の
婚
姻
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は

同
時
に
講
義
に
お
け
る
国
際
私
法
と
も
な
り
う
る
(
た
と
え
ば
、
上
述
統
一

売
買
法
)
。
し
か
し
内
国
に
お
け
る
外
国
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
規
定
(
い

わ
ゆ
る
外
人
法
《
明

3
5島
0
2
2
r
c、
詳
細
は
後
述
第
三
節
I
l
b
参
照
)
、

あ
る
い
は
外
国
遺
産
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
規
定
の
よ
う
な
純
国
内
的
な
法

で
あ
る
こ
と
も
あ
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
後
述
第
三
節
決
定
法

内
開

E
R
r
o
E口口町
ω
B
n
F
C
と
指
定
法
《
〈
2
唱。町田

E
同
白
『

2
r
c
参
照
)
。

3
、
狭
義
の
、
専
門
的
意
義
に
お
け
る
国
際
私
法
は

(
I
P
R
と
略
称
)
、

2
、

で
述
べ
ら
れ
た
法
の
一
部
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
同
際
的
内
容
を
有
す
る

事
実
関
係
を
直
接
に
規
律
す
る
こ
と
な
く
、
関
連
す
る
法
律
の
う
ち
の
一
を

指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
律
す
る
の
で
あ
る
(
そ
れ
放
指
定
法
で
あ
る
)
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
国
際
私
法
は
個
々
の
法
律
の
適
用
範
囲
を
境
界
づ
け

る
(
従
っ
て
法
適
用
法
で
あ
る
)
、
し
か
も
そ
の
法
律
が
内
国
で
効
力
を
有
す

る
限
り
は
内
国
法
と
共
に
外
国
法
の
そ
れ
を
も
定
め
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て

そ
の
起
源
に
お
い
て
は
一
般
的
に
そ
う
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
少
く
と
も

法

そ
の
機
能
に
お
い
て
は
い
わ
ば
法
上
の
法
な
の
で
あ
る
。
狭
義
の
、
最
後
に

述
べ
た
国
際
私
法
が

l
抵
触
法
と
も
称
さ
れ
る
が

(
後
述

E
2
参
照

)
l本

書
の
主
な
対
象
で
あ
る
。

狭
義
の
国
際
私
法
に
付
属
す
る
も
の
と
し
て
、
国
籍
法
、
外
人
法
、
国
際

民
事
手
続
法
も
こ
の
名
称
の
下
で
し
ば
し
ば
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
国
籍
法

を
国
際
私
法
に
含
め
る
の
は
、
国
籍
の
一
般
的
慨
念
が
何
ら
存
在
せ
ず
私
法
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車:↓

目
的
の
た
め
の
特
別
の
国
籍
と
|
こ
れ
は
当
然
国
際
私
法
に
属
す
る
が
|
、

(
S
}
 

公
法
の
た
め
の
特
別
の
国
籍
と
が
あ
っ
た
時
代
の
産
物
で
あ
る
。
国
際
民
事

手
続
法
に
関
し
て
は
後
述
の
第
七
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
l
)
宮
〉
宮
同
Z

巧
。
自
明
，

L
司
一
問
品
の
表
現
で
あ
る
。

ハ
2
)
問
問

0
2
3
F
F何
一
戸
別

z
r
o
p
g
m
由
民
参
照
。

(
3
〉
後
注
(
お
)
。

(

4

)

後
注
(
鉛
)
。

(

5

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
Y
向
〉
穴
〉
河
。
〈
?
〉
広
間
・
戸
。
}
回
目
ロ
H
C
U
R
-
h
参
照
。

ifi: 

E
、
狭
義
の
国
際
私
法
の
特
質
は
、
法
上
の
法
と
し
て
の
そ
の
機
能
か
ら
生

じ
る
。
そ
の
特
別
の
魅
力
も
、
ま
た
そ
の
問
題
性
も
そ
の
点
に
由
来
す
る
。

(
し
か
も
た
い
て
い
の
国
で
は
、
国
際
私
法
は
そ
の
ご
く
わ
ず
か
の
部
分
が

立
法
、
あ
る
い
は
拘
束
力
あ
る
先
例
に
よ
っ
て
縫
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
従
っ
て
こ
の
分
刑
判
で
は
学
M

利
益
び
に
裁
判
官
に
よ
る
法
発
見
に
特
に
笠

か
な
活
動
傾
城
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
)

第
一
に
、
そ
の
他
の
国
内
法
と
は
反
対
に
、
国
際
私
法
は
原
則
と
し
て
い

く
つ
も
の
法
律
と
関
係
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
形
で
自
国
法
の
限
界

を
こ
え
て
我
々
の
視
野
を
広
げ
る
。
そ
の
限
り
で
は
間
際
私
法
は
比
較
法
に

近
づ
く
。
今
日
で
は
こ
の
こ
つ
の
分
野
は
、
以
前
に
は
特
に
法
哲
学
と
法
史

に
課
せ
ら
れ
て
い
た
教
育
的
使
命
を
果
し
て
い
る
。
今
こ
こ
で
実
定
的
に
妥

当
し
て
い
る
自
国
法
も
、
内
務
的
に
そ
れ
と
災
る
他
の
規
範
を
観
察
す
る
こ

と
で
相
対
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
規
範
が
、
法
哲
学
に
よ
っ
て
理
論
的
に
檎

想
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
法
史
や
比
較
法
に
よ
っ
て
経
験
的
に
他
の
時
代
・

空
間
の
内
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
れ
が
相
互
に
限
界
を
定
め
て
い
る
個
々
の
実
質
法
よ
り
、
抽

象
の
よ
り
高
度
な
レ
ベ
ル
で
国
際
私
法
は
機
能
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は

実
体
法
上
の
請
求
権
を
め
ぐ
る
紛
争
を
形
式
的
手
続
で
解
決
し
、
そ
の
請
求

権
を
直
接
実
質
的
に
理
由
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
の
な
い
訴
訟
法
と
比
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
国
際
私
法
の
高
度
の
抽
象
性
が
多
く
の
者
を
魅
了
す

る
の
だ
が
、
ま
た
具
体
的
な
事
実
、
承
認
さ
れ
て
い
る
価
値
の
基
盤
を
失
っ

て
し
ま
う
と
い
う
危
険
を
も
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
基
準
|
|
即
ち
、
多
数
法
へ
の
関
連
性
と
抽
象
性
|
|
の

結
び
つ
き
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
国
際
私
法
以
外
で
は
恐
ら
く
そ
の
主
な
部
分

で
裁
判
所
の
上
に
立
つ
法
で
あ
る
国
際
民
事
手
続
法
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る

(
後
述
第
五
十
三
節
E
参
照
)
。

国
際
私
法
の
複
雑
さ
が
そ
の
極
に
達
す
る
の
は
、
地
中
拠
実
質
法
の
選
択
以

前
に
更
に
適
用
さ
る
べ
き
紙
触
法
を
ま
ず
定
め
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
、
即
ち

い
わ
ば
「
第
二
次
の
紙
触
法
」
が
発
生
す
る
場
合
で
あ
る
(
後
述
第
二
一
十
五

節
反
致
、
第
三
十
八
節
優
先
適
用
、
第
四
十
一
節
地
際
私
法
参
照
〉
。

従
っ
て
マ
ッ
ク
ス
・
グ
ッ
ツ
ヴ
ィ
ラ
l

(
宮
〉
阿
の
C
見
書
戸
田
)
が
か
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っ
て
引
刻
し
た
、
あ
る
聡
明
な
ブ
一
フ

γ
ス
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
の
意
地
の
悪
い
言

(
8
)
 

棄
も
分
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
、
即
ち
「
国
際
私
法
の
理
論
・
・
そ
れ
は

夜
の
ト
ン
ネ
ル
の
中
で
の
黒
人
の
戦
い
で
あ
る
」
o

足
も
と
の
頼
り
な
い
沼

の
あ
る
陰
気
な
湿
地
と
し
て
の
国
際
私
法
に
関
す
る
プ
ロ
ツ
サ
ー
の
よ
く
引

(
7
)
 

期
さ
れ
る
言
葉
も
同
様
で
あ
る
。
「
抵
触
法
の
如
削
減
は
、
ズ
ブ
ズ
プ
の
泥
沼

に
満
ち
満
ち
た
、
し
か
も
奇
妙
で
不
可
解
な
専
門
諮
で
謎
め
い
た
問
題
に
つ

い
て
理
論
を
立
て
る
、
学
識
は
あ
る
が
奇
矯
な
教
授
達
が
住
ん
で
い
る
、
陰

欝
な
湿
地
で
あ
る
。
普
通
の
裁
判
所
や
法
律
家
は
、
そ
れ
に
ま
き
こ
ま
れ
迷

い
こ
む
と
全
く
途
方
に
く
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
。
あ
る
い
は
国
際
私
法

を
ド
イ
ツ
語
で
端
的
に
「
へ
り
く
っ
た
-
こ
ね
る
救
援
連
の
発
明
」
と
よ
ぶ
者

も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
際
私
訟
は
、
国
際
的
法
交
通
に
参
加
す
る
諸
国
の
問

付

で
完
全
な
法
統
一
が
な
さ
れ
な
い
限
り
は
不
可
欠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
圧
倒

第二版

的
に
外
国
関
連
性
を
伴
っ
て
い
る
事
案
へ
常
に
園
内
法
の
み
を
適
用
す
る
こ

と
、
ま
た
準
拠
法
に
関
す
る
決
定
を
、
事
案
毎
に
、
内
容
的
に
「
よ
り
適
切

「国際私法の基礎理論」

な

(
Z
2
2
)」
法
に
つ
い
て
の
主
観
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
判
断
に
従
っ

て
の
み
行
う
こ
と
は
、
主
義
と
法
的
安
定
性
の
禁
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(
詳
細
は
後
述
第
五
節
正
義
)
。

国
際
私
法
を
線
本
的
に
単
純
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
す
べ
て
そ
れ
を
仔
細
に
み
れ
ば
期
待
を
裏
切
る
も
の
で
あ
る
。
複
雑
さ

を
求
め
る
密
教
的
欲
望
と
「
恐
る
べ
き
単
純
化
論
者
」
(
お
コ
伊
豆

2
2自
主
ナ

P
2
2
5
)」
の
要
求
の
聞
に
中
道
を
見
出
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(
6
)

玄
〉
阿

C
d
H，
N
ヨロ開
F
E
Z
-
ω
N
H
H
(
H
E
4
)
ω
N
P

(
7〉

H
d
o
g
z
-
p
b
n
r
.
H
K・
同

N
2・
印

H
P
S
N
¥印
ω)
由戸

(
8
)
の
何
回

4斗
ロ
ム
開
寸
、

H，P

ロ
5-OM
内向。ユ一
202gtDpm-O吋

Zmwロ
L
o
z・

田口}凶日仏問。コロ
r
z
(図
。
同
ロ
忌
斗
ω)ω
一
戸
に
よ
る
。

(
9
〉
詳
細
は
後
注
(
山
)
参
照
。

田
、
名
称
問
題
は
い
ま
だ
に
未
解
決
で
あ
る
。

ー
、
一
白
度
も
争
わ
れ
た
百
年
来
の
「
国
際
私
法

(
H
E
2口伊丹
5
5
-
2
P
ミ
早

(
国
)

=
官
三
〈
巳

0
5
z
g巳
芯
ロ
乞
宮
司
=

円。

nZ)」
と
い
う
ド
イ
ツ
語
の
名
称
は
、

の
不
運
な
翻
訳
で
あ
る
(
フ
ラ
ン
ス
富
山
で
は
国
際
法
た
る

e
o
F
Z
E
2
2早

WOE-
ヲ
HErn
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
含

2
ご
5
2
5
c
o
Eご
三
芯

で
あ
る
)
。

そ
れ
で
も
こ
の
名
称
は

す
べ
て
の
望
み
通
り
の
そ
れ
に
対
す

る
下
位
概
念
、
放
行
概
念
が
適
宜
造
り
出
さ
れ
う
る
点
で
は
実
際
的
で
は
あ

る
。
即
ち
、
下
位
概
念
と
し
て
は
国
際
人
事
法
、
国
際
債
権
法
、
国
際
物
権

法
等
が
あ
り
、
並
行
概
念
と
し
て
は
国
際
手
続
法
、
国
際
行
政
法
、
国
際
刑

法
、
地
際
法
(
カ
ン
ト
ン
問
、
ゾ
ー
ン
問
、

セ
ク
タ
ー
問
)
、
人
際
法
(
宗

教
問
、
種
族
問
〉
、
時
際
法
等
々
が
あ
る
。
そ
の
反
面
「
国
際
私
法
」

さ
さ
か
重
苦
し
く

特
に
形
容
詞
形

3
5
z
z
m
z
o
E
S
2
5
H円
Ez--nrz

t土
L、
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車干

ピ
ロ
ゲ
は
問
題
に
し
な
い
に
し
て
も
)
。

は
そ
う
で
あ
る
(
ド
イ
ツ
語
の
生
れ
悩
嗣
い
で
あ
る
号
Z
n
r壬
ロ
「
や
国
》
河
・

資

そ
の
実
質
に
お
い
て
は
国
際
私
法
と
い
う
名
称
は
二
重
の
誤
解
を
招
く
。

第
一
に
、
こ
の
法
は
必
ず
し
も
国
際
的
な
法
と
は
い
え
ず
、
大
部
分
は
純
粋

に
同
内
的
な
(
口
三

FOE-)、
届
家
的
な

(
2
2同

日

M
n
y
)
法
で
あ
る
っ
て
三
の

条
約
や
場
合
に
よ
っ
て
は
嗣
際
的
慣
習
法
上
の
個
別
的
規
定
を
除
い
て
は
。

後
述
第
八
節
国
際
法
参
照
〉
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
ラ
!
ベ
ル
(
開
問

Z
2，

m〉
切
何
回
h

)

h

A

(

日
)

は
従
っ
て
ま
さ
し
く

L
E
E
ω

出
口
。
口
一
E
Sロ〔
T
1
・
を

n
に
し
て
い
る
。

国
際
私
訟
は
そ
の
法
源
や
性
質
に
従
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い

に
し
て
も
、
国
際
的
事
実
関
係
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
そ
の
対
象
に
従
っ
て

や
は
り
国
際
的
な
法
で
あ
る
、
と
い
う
一
般
に
行
わ
れ
る
説
明
は
言
葉
の
使

い
方
の
七
で
当
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
あ
る
雑
誌
が
凪
際
的
な
対
象
を
扱

っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
そ
れ
を
も
嗣
際
的
と
は
称
し
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。
勿
ぬ
他
の
法
律
肘
訴
の
い
再
現
が
同
じ
様
な
批
判
を
う
け
る
こ
と
も
あ

る
。
た
と
え
ば
「
民
法
(
冨
『
問
。
ユ

R
7
2
M
N
R
Z
)」
や
「
公
法

(DF山
口
E
n
y
g

m
2
Zと
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
造
語
は

l
仮
に
添
っ
て
い
w

た
と
し

て
も

l
ど
の
み
ち
何
ら
の
誤
解
を
も
ひ
き
お
こ
す
こ
と
は
な
レ
。
な
ぜ
な
ら

恐
ら
く
殺
も
市
民
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
法
ゃ
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
私
的

に
形
成
さ
れ
た
法
と
対
立
す
る
訟
を
怨
い
浮
べ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
国
際
私
法
」
と
い
う
名
称
は
ま
ず
門
外
漢
に
は

(
M
V
 

(
そ
の
法
源
と
性
質
に
お
い
て
)
兵
に
国
際
的
な
法
の
意
味
に
誤
解
さ
れ
る
。

第
二
に
「
国
際
的
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
素
人
に
限
ら
ず
|
、
国
際
私

法
は
国
際
的
な
、
即
ち
い
く
つ
か
の
主
権
国
家
に
ま
た
が
る
事
実
関
係
に
の

み
関
わ
っ
て
お
り
、
他
方
同
一
国
家
の
幾
つ
か
の
偲
別
法
に
関
係
を
も
っ
ょ

う
な
事
実
関
係
に
対
し
て
は
国
際
弘
法
に
類
似
し
な
が
ら
同
じ
と
は
い
え
な

い
特
別
の
「
地
際
」
法
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
誤
っ
た
見
解
が
で
て

く
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
に
つ
い
て
は
更
に
後
述
寸
る
ハ
第
四
イ
一
節
地
際

私
法
)
。「

す
べ
て
の
名
称
の
う
ち
で
た
し
か
に
最
も
誤
っ
た
も
の
、
つ
ま
り
『
悶

際
私
法
』
と
い
っ
て
も
、
ま
だ
し
も
一
番
危
険
性
の
小
さ
い
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
誰
も
が
そ
れ
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
、
い
か
に
誤
っ
て
い
る
の
か
を

(
国
)

知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
は
、
上
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

恐
ら
く
あ
ま
り
に
も
楽
観
的
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
国
際
私
法
と
い
う
名
称
が
正
当
で
あ
る
の
は
、
そ
の
後
半

の
郎
分
「
私
法
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
主
権
の
主
体
と
し
て
の
国
家
に
関
わ

る
こ
と
な
く
私
的
関
係
を
規
律
す
る
す
べ
て
の
法
は
、
た
と
え
そ
れ
が
同
時

に
ー
国
際
私
法
の
よ
う
に
!
相
異
る
私
法
相
互
の
適
用
範
囲
を
阿
定
し
て
い

{
H
)
 

る
と
し
て
も
、
私
法
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
国
際
私
法
規
範
の
外
的
な
休

裁
は
重
要
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
民
事
法
典
の
法
文
中
に
あ
る
の
か

(
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
ペ

特
別
の
条
文
編
成
に
よ
っ
て
前
慶
さ
れ
て
い
る

北t去30(2・136)468



か
(
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
に
)
、
民
法
典
の
施
行
法
の
中
に
あ
る
の
か

ド
イ
ツ
、
ブ
ラ
ジ
ル
)
、
あ
る
い
は
特
別
法
の
中
に
あ
る
の
か

(
特
に

(
た
と
え
ば

ポ
ー
ラ
ン
ド
と
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
)
は
問
題
で
は
な
い
。

ハ
円

以
前
に
は

L
Eユ
一
口
沖
合
門
口
巳

5
ロ
山
一
言

zb
と
仏
門
C
M
H
E
Zコ
冨
己
D
ロ
釦
-

M

】己

EFn
の
区
別
に
際
し
て
、
一
方
に
の
み
私
人
の
関
与
し
て
い
る
ど
の
法
律

関
係
も
国
際
私
法
に
含
め
る
と
い
う
一
般
的
な
傾
向
が
あ
っ
た
(
た
と
え

ば
、
訴
訟
法
関
係
、
為
替
法
関
係
、
税
法
関
係
、
刑
法
関
係
)
。
そ
れ
は

LHC巳

E
Z
E
m三
口
口
己
司
C
E
Z
を
古
典
的
国
際
法
、
つ
ま
り
国
家
主
そ
れ

(
国
)

と
同
等
の
法
人
間
の
関
係
の
法
へ
と
限
定
す
る
た
め
に
で
あ
っ
た
。
今
日
で

は
こ
の
よ
う
な
用
語
法
は
一
般
に
は
も
う
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
た
だ
折
に
ふ
れ
て
国
際
手
続
法
、
あ
る
い
は
国
際
行
政
法
上
の
個
別
的

な
問
題
が
明
瞭
な
限
界
が
な
い
の
で
ま
だ
凶
際
私
法
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
国
際
私
法
の
隣
接

領
域
に
対
し
て
の
包
括
的
名
称
は
な
い
。
「
国
際
公
法

(
5
Z
E
a
zロ
と

2

3
R
O
E
-
-
。
7
2
H
N
E
Z
)」
と
い
う
去
現
に
は
、
間
際
法
た
る

L
Z広

5
5ア

ヨ
阻
止
。
口
三
℃
ロ

z
r
と
の
混
同
の
恐
れ
が
あ
る
。
そ
し
て
抵
触
公
法

(
O
R
B
ペ

ロ口

7
2
問。一

-
E
0
5
5
n
E
)
(抵
触
本
法
台
三
〈
三

g
関
D--ECロ
ω吋
巾

nrc

(
汀
)

に
対
す
る
〕
な
る
名
称
は
、
そ
の
対
象
よ
り
も
公
法
(
又
は
私
法
)
と
い
う

そ
の
規
定
の
性
格
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
ひ
き
お
こ

す
。
更
に
私
法
と
公
法
の
区
別
は
一
部
の
外
国
で
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
ド
イ

ツ
に
お
い
て
も
争
わ
れ
て
い
る
の
で
、
国
際
行
政
法
、
凶
際
刑
法
、
国
際
手

続
法
に
対
す
る
総
称
は
あ
き
ら
め
る
に
こ
し
た
こ
と
が
な
レ
ょ
う
で
あ
る
。

第二版「国際私法の基礎建論」

2
、
専
門
的
意
義
の
国
際
訟
法
に
対
す
る
そ
の
他
の
名
称
の
う
ち
に
は
、
そ

れ
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
す
ぐ
れ
た
も
の
と
み
と
め
ら
れ
る
も
の
は

な
い
。
し
か
し
表
現
の
継
続
性
、
あ
る
い
は
さ
い
さ
い
望
ま
し
い
表
現
上
の

変
化
の
た
め
に
も
、

一
度
み
と
め
ら
れ
た
名
称
は
す
べ
て
許
さ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
以
下
に
お
い
て
は
国
際
私
法
規
定
に
対
し
て
は
特
に
「
抵
触
規
定
」

(問。
E
2
qロ
8
2
5
)
と
い
う
名
称
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。

た
だ
個
々

の
名
称
の
弱
点
だ
け
は
わ
き
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ら
の
名
称
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
は
以
下
の
こ
と
が
い
え
る
。

「
抵
触
法
(
剛
山

c
-
1
3
8
ω
z
n
gど
と
「
衝
突
法
(
欠
。
ロ
2rHωgnyH)」
と

h

a

(

団
)

い
う
名
称
に
は
十
日
く
か
ら
の
伝
統
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
で
は
そ
れ

ら
は
素
人
に
は
船
舶
の
衝
突
、
も
し
く
は
労
働
紛
争
を
思
い
浮
べ
さ
せ
る
点

で
不
都
合
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
幾
つ
か
の
法
律
と
関
係
す
る
す
べ
て

の
事
実
関
係
が
、
そ
れ
ら
の
法
律
の
「
紙
触
」
あ
る
い
は
「
衝
突
」
を
ひ
き

お
こ
す
か
の
よ
う
な
誤
っ
た
観
念
を
も
よ
び
お
こ
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
当

っ
て
い
る
の
は
ど
の
法
律
も
が
で
き
る
だ
け
頻
繁
に
(
あ
る
い
は
で
き
る
だ

け
稀
に
)
適
用
さ
れ
た
い
と
い
う
要
求
を
す
る
場
合
だ
け
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
れ
は
全
く
問
題
に
な
り
え
な
い
し
、
し
か
も
実
際
の
抵
触
の
お
そ
れ
が

(
四
)

あ
れ
ば
、
そ
れ
を
避
け
る
の
が
国
際
私
法
の
ま
ず
第
一
の
任
務
で
あ
る
。
そ

の
次
に
は
じ
め
て
外
国
規
定
の
妥
当
要
求
と
で
生
ず
る
抵
触
に
つ
い
て
の
決

定
が
く
る
の
で
あ
る
(
そ
の
よ
う
な
要
求
を
そ
も
そ
も
承
知
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
で
あ
る
。
後
述
第
円
節

H
l
参
照
)
。
段
後
に
「
紙
触
法
」
お
よ

北法30(2・137)469



ホト

び
「
的
突
法
」
の
友
利
引
は
、
国
際
私
法
に
だ
け
特
徴
的
な
の
で
は
な
く
て
、

各
々
準
拠
さ
れ
る
乍
紛
法
、
行
政
法
、
刑
法
等
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
も

あ
て
は
ま
る
。

上
述
の
疑
念
は
「
法
適
用
法
(
閉
山

2
7
2
8耳
B
L
E悶
2
2
Z
)」
お
よ
び

「
指
定
法
(
〈

2
君。

-
E口問一
2
2
Z
)」
(
あ
る
い
は
更
に
「
送
致
法

(NC耳
EE

E
ロ
m
m
z
n
Z
)」
も
)
と
い
う
名
称
に
も
同
様
に
生
ず
る
。
前
点
れ
は
凶
際
私
法

の
内
科
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
お
は
そ
の
特
徴
的
な
手
段
を
示
し
て

い
る
。
し
か
も
「
法
適
川
法
」
と
い
う
訴
は
鈍
重
に
ひ
び
く
。
新
造
話
「
招

(
回
)

致
規
範
(
出

2
8
N
Z
F
Eロ
m
g
c
H
B
)」
に
も
こ
れ
は
い
え
る
。

同
係
に
私
法
に
限
ら
な
い
の
が
英
語
の

=
n
r
D
-
8
0『
}
田
君
Z

の
名
称
で

あ
る
。
そ
の
文
字
通
り
の
翻
訳
「
法
選
択

(
m
R
Y
Z君
主
乙
)
」
は
、
そ
れ
以

外
に
ド
イ
ツ
語
闘
で
は
国
際
私
法
全
体
の
機
能
と
い
う
よ
り
も
特
に
当
事
者

に
よ
る
準
拠
法
の
閉
山
な
選
択
に
対
し
て
普
通
に
別
い
ら
れ
て
い
る
(
い
わ

ゆ
る
当
事
者
自
治
、
後
述
第
三
十
一
節

)
O
L
E
E
E
C
C
Eご
ω君

Z

と
い
う

表
現
は
、
思
ハ
る
分
野
を
よ
り
よ
く
区
別
す
る
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
全
く
逆

に
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
た
め
に
ジ
ェ
サ
ッ
プ
(
』
開
凶
叩

C
S
に
よ
っ
て
意
識
的

(
引
)

に
広
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

Z
由
吉
岡
〈
釦

Z
B
向。ロ

E
C
B
(万
民
私
法
)

(
担
)

に
つ
い
て
も
川
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

(
悶
)

「
渉
外
私
法
(
〉

E
B
S司片岡
g
z
o
n
Eど
と
い
う
名
称
は
、
渉
外
的
関
述
性

(
〉
己
旬
。
ロ
ゲ

mNEYED間
)
を
有
す
る
事
案
が
い
か
に
し
て
規
律
さ
れ
る
べ
き
か

を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
の
名
称
は
専
門
的
意
義
で
の
国
際

私
法
に
対
し
て
は
、
そ
の
特
質
が
問
題
と
さ
れ
る
限
り
で
は
す
す
め
ら
れ
な

(
制
)

ぃ
。
史
に
そ
れ
の
印
刷
訳
は
難
し
い
。
-
背
の
名
称
で
あ
る
「
限
界
法
(
の

2-

資

E
z
n
Zど
、
「
凶
家
間

(
N
d
i
ω
n
v
g
a
g
E
n
r
g
)」
広
法
も
し
く
は
「
私
法

m
V法

(N
三
5
2
1
5
5
n
Z
)」
に
つ
い
て
は
第
一
版
参
照
(
六
頁
以

下〉。(ω)ω
叶，
O
悶
タ
【

U
O
B
B
O
E
R
-
2
0ロ
子
。
わ
ロ
ロ
去
三

D同
Fmw話
回
(
回

c
m
gロ

H

∞
ω
品
)
伊
由
「
こ
の
公
法
の
分
野
は
適
切
に
国
際
私
法
と
名
付
け
ら
れ

る
」
参
院
…
。
ド
イ
ツ
語
の
形
は

ωわ
国
〉
開
明
日
J
A
E
F
開
三
耳
目
門
医
ロ
ロ
m

L岳
山
岡
ロ
件
。
門
口

mwtcロ
ω-oロ
司
ユ
〈
釦
片
吋

m
n
r
g
(間口口同
r-F三
国
・

7向・]{∞品]戸)

に
は
じ
め
で
あ
ら
わ
れ
る
。

(
日
)
同
州
〉
国
岡
山
門
と
河
田

r
o
F
N
H
(
S
N叶)品
H
H〉
戸
内
ω陣

HNO
口
hHN・

(
ロ
)
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
専
門
用
語
と
し
て
は
大
文
字
で
は
じ
ま
る

コ阿ロ

Z
自
己
5
E
-
g
p
Z
E
Z
n
Z
=
と
書
く
方
が
良
く
、
そ
れ
に
対

し
て
並
行
的
名
称
で
あ
り
、
誤
解
の
恐
れ
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

し
ロ
芯
ユ
島
田
-
z
等
と
書
く
。

(
け
υ

)

ぎ
同
因
。
口
E-
巴ロ
ωOFHF問。

F
E
ω
5
8
0
5
8
m
r

。円PE
L
F問。

L
g
H司
同
州
(
巴
印
由

uro的問》門・

5
岡山白ゲ丘団

N
N
U
〔]忘印∞〕

ω
g
R
)
H
H
H
に
よ
る
。
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(

M

)

国
際
私
法
を
私
法
と
分
類
す
る
か
公
法
と
す
る
か
は
連
邦
同
家
に
お

い
て
は
立
法
管
轄
権
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
∞
包
・

仲

N
r
p
の
の
ロ
ロ
L

弔
一
一
月
(
後
注
(
印
)
〉
印

1
5
参
照
。

(
日
)
ノ
イ
マ
イ
ヤ

l
(烈
-
Z開
d
富
岡
同
開
問
)
は
一
九

O
一
年
以
来
次
の
テ

l

ゼ
を
主
張
し
て
い
た
、
「
国
際
行
政
法
は
国
際
私
法
の
新
た
に
基
礎
づ
け

ら
る
べ
き
一
円
八
刀
野
で
あ
る
」
と
。

Z
E』
宮
司
司
何
回
p
r
z
s
a
z
E
-
2

〈
2
d司巳
E
ロ
m
R
o
n
Z
H〈
(
お

ω晶
)
〈

D吋
君
。
ユ

ω・
HHH・



付

(
げ
印
)
結
論
と
し
て
昔
の
広
い
用
語
法
を
再
び
用
い
る
よ
う
主
張
し
た
最
後

の
者
は
(
国
際
刑
法
、
国
際
税
法
を
も
含
め
て
〉
〈
〉
戸
口
Z
ロ
〉
印
・

u
s
r

】ロ件。円ロ
mW4ニ
Oロ
mw}
司同円〈
Am
・-mw-FCω
ぬロ切戸
H，
。
巳
・
ω同門戸口汁
D
mぬロ
ωロ
J
Fロい

冨
色
包
括
。
伊
豆
2
ミ
H
o
g
c
)

印。@
R
U
B
a
-
-
F
ω

片

2
2
5
0

ι。
-
m
H
F
m
r
L
o
n
Dロ昌一昨日間。円・

L
E
(
U
D
E
B
H
C
H
(
5
2
I
H
-
-
)
∞
N斗

(ωUA凶)・

(
げ
)
た
と
え
ば
切
の
出
回
J1・
5
E
]
5
S噌

H
W
O
Z
N
ω
]了

ωミ

(ω
斗()『・
)
H

同H
岡山
ω叩同・

5
日∞
i
g
Z吋
-
H
8・
は
ニ

l
デ
ラ

1
に
従
っ
て
い
る
、

Z
同開
U
E
g
F
ω
ロY
当
・
』
ゲ
-H口
同
・
河
口

(
S
E
)
3・

(
児
)
ド
イ
ツ
で
は
ヘ
ル
テ
ィ
ウ
ス
民
間
問
、
ロ
d
印
唱
。
F
E
2
E
C
C
仏

ono--T

2
0ロ
。
一
品
C-

ヨ
(
H
S∞
)
以
来
第
一
の
表
現
が
支
配
的
で
あ
る
。
ア
ン

グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
圏
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
ヒ
ュ

l
パ

I
C
F
Eわ己目

出
口
∞
巴
戸
口
o
c
cロ
E
E
z
r
m
c
S
O
S
S
の
影
響
に
よ
っ
て
コ
(
F君

。
片
手
。
)
Sロ
E
2
え
ダ
唱
ω=
あ
る
い
は
単
純
に
こ
ncロ
E
H
n
S
F
d
t，

と
呼
ぶ
。
最
近
で
は
ド
イ
ツ
語
化
さ
れ
て
コ
問
。
ロ
E
E自
2
Z
=
と
な

っ
て
い
る
。

第二版

(
川
口
)
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
一
二
年
七
月
二
十
四
日
の
「
フ
ラ
ン
ス
法
と
ア
ル

ザ
ス
・
ロ
レ
l
ヌ
地
方
の
法
の
抵
触
を
回
避
し
規
律
す
る
法
律
子
ト
2

司
片
品
小
〈
め
ロ
岱
口
丹
〔
一
〕
め
同
門
bm-山
口
丹
}
め
曲
円
。
口
昌
広
ω
ぬ口同円。-岱

-c-r-田口
AU白
-ω0

2
F
-
2
-
D口
回
目
。
《
て
〉
一
E
B
Z
F
D
口
mwFロ伶

E

C
・
。
-
N酌・
4

・

5
N
Gど
と
い
う
適
切
な
タ
イ
ト
ル
を
参
照
せ
よ
。

(お

)ω
わ出
ZHA，N開一同・

HHνmHAA凶・

(
幻
)
]
開
印
印
白
戸
、
H1Eロ
ωロ
三
古
口
mw-Hb耳
(
Z。
君
出
岱
ぐ
op(UDロロ

L
由日出
)N

「国際私法の基礎理論j

「
国
際
公
法
・
私
法
と
も
に
含
ま
れ
、
そ
の
よ
う
な
標
準
的
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
完
全
に
は
入
ら
な
い
他
の
規
則
を
も
含
む
」
。
そ
の
点
に
つ
い
て

〈
〉
F
E
Z
U〉
回
同
去
の
O
B司
-
F・
O
・∞

(
H
S
S
E
C
・
「
国
際
的
汎

神
論
」
。
見
受
け
る
と
こ
ろ
ジ
ヱ
サ
ッ
プ
は
ヴ
ア
ル
カ
l
者
〉
巳
白
河
・

百
宅
(
者
広
口

Suez-
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
用
語
法
を
知
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
者
は
「
国
際
的
に
共
通
な
私
法
」
と
し
て
の

「
い
わ
ゆ
る
可
R
M
g巳
芯
ロ
巳
な
私
法
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ

は
「
歴
史
的
事
実
に
基
づ
い
て
、
あ
る
い
は
国
際
法
上
の
協
定
に
従
っ
て

成
立
」
し
た
と
い
う
(
明
ら
か
に

C
C
司
君
F
F
E
-
-ロお
B
E
C
E
-
-

甘口〈釦片岡
2
Z
L口一

ω叶
〉
冨
宮
戸
何
回
・

0
2
問。
g
B
Z
L
O
E
g
n
r
o
問。
n
z

〔
這
出
〕

5
hお
一
に
従
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
。
関
図
的
--H5・]ゲ・

同・

ω
n
E
O
L的問
2-nyH凹耳、作曲。ロ

ω
〔
忌
ω己

E
H
は
「
国
際
法
的
な
も
の

と
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
(
共
通
の
〉
国
際
秘
法
」
、
「
国
際
法
的
実

質
私
法
と
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
実
質
私
法
」
を
区
別
し
よ
う
と
し

て
い
る
)
。
ジ
ェ
サ
ッ
プ
と
ハ
リ
ソ
ン
(
出
〉
国
間
回
目
。
Z
(
H∞J

3

)

)

の
表
現

三一三
0
5
5
E官
二
倍
君
主
に
従
っ
て

|
1
2
g
u開閉
R

E〉
同
居

8
2・

0
ロ
}
ロ
ユ
印
司
コ
昆
ぬ
ロ
円
。
日
HL
任
問
。
。
ロ
田
町
三

O
同
戸
同
耳
目
(
]
戸
市
W
H
申)品・

5

。m-
参
照
|
!
l
エ
ク
シ
ュ
ン
(
。
関
〈
udZ)
は

-
H
E
S
E
E
M
5宮
-

H
L
Z
E
(〉ロ
E
2
5
8
)
と
い
う
。
こ
の
名
称
は
、
地
域
間
法
、
人
際

法
も
抵
触
法
に
属
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
異
る
レ
ベ
ル
で
機
能

す
る
法
的
実
体
の
種
々
の
法
の
関
係
を
も
把
え
る
べ
き
こ
と
、
従
っ
て

岡
山
問
。
戸
-
弔
問

NC
の
い
わ
ゆ
る
「
段
階
抵
触
法
(
河
g
m
r♀
E
F
O
E
-

話。

Z)」
即
ち
個
別
法
(
個
別
国
家
、
カ
ン
ト
ン
等
々
の
)
、
全
体
的
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料

同
一
本
法
、
諸
国
家
共
同
体
の
法
、
同
際
法
の
限
界
を
附
す
る
法
で
あ
る

(
後
述
第
十
一
節
羽
参
紹
O
。

(
幻
)
こ
の
名
称
は
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
(
何
回
巴
Z

E，E
Z
)
の
記
念
論

文
集
(
一
九
六
九
年
)
の
書
名
に
冠
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
国
際
私
法
と

統
一
法
の
外
に
諸
国
の
国
内
法
を
も
収
め
て
い
る
。

(
幻
〉
既
に
河
〉
〉

2
W
5
ω
叶〉
C
U
H
H
Aの
開
閉
山
内

O
Bヨ

A

山口宮門
N
ロ
自
由
。
切
。

〈
同
¥
凶

(
5
2
)
包
は
同
旨
。
最
近
の
一
九
七
二
年
九
月
八
日
の
「
渉
外

税
法
」
(
〉
ロ

a
g
E
2
2
m
g
E
N
)
参
照
(
∞
の
切
H

H

ロ
呂
)
。

(
川
出
)
口
開
己
、
吋
山
門
い
戸
〉
門
司
忌
印
(
呂
町
印
)
5
N
H

「
種
々
の
言
語
に
お
け
る
一

致
を
破
壊
す
る
」
参
照
。
第
一
版
(
七
一
氏
)
で
は
こ
の
表
現
を
実
質
特

別
法
に
対
す
る
も
の
と
し
て
す
す
め
て
お
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
提
案

は
何
ら
の
反
響
も
み
て
い
な
い
。

八
訳
注
〉

吋
「
明
る
く
な
い
森
」
の
意
で
ク
イ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
巾
来
す
る
と
い
う
。

ラ
テ

γ
語
の
認
日
合
せ
で
、
森

(
7
M
E
ω
)
と
い
う
一
言
葉
は
明
る
く
な
い

(ロ
O
ロ

Z
2
C
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
の
で
、
一
戸
門
戸
ω
ω

ロロロ

一
E
g
L
C
と
い
う
の
は
み
函
弟
、
の
上
で
は
量
一
後
し
矛
局
し
て
い
る
。
従
つ

で
あ
る
人
メ
は
物
の
本
質
が
名
称
と
矛
盾
し
て
い
る
場
合
に
こ
の
表
現

が
用
い
ら
れ
る
。

勺

通

常

m
o
E巴
O
ロ
は
衝
突
、
問
。
ロ

E
Z
は
紛
争
と
解
さ
れ
る
よ
う

で
あ
る
が
、
本
書
で
は
同
三

-Eoロ
ヨ

2
Z
を
一
貫
し
て
抵
触
法
と
訳

し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
以
上
の
よ
う
に
訳
し
て
み
た
。

吋
本
書
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
た
第
一
版
六
、
七
一
氏
の
コ
メ
ン
ト
の
部

分
を
以
ド
に
収
録
し
て
お
w

}

う。

資

「
限
界
法
」
と
い
う

ι併
も
ま
た
特
徴
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
は
い
え
な
い
。
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そ
れ
は
む
し
ろ
国
家
等
の
地
理
的
限
界
や
種
々
の
法
律
の
適
用
範
凶
を
純
粋

{
H
)
 

に
観
念
上
画
定
す
る
こ
と
を
思
い
浮
べ
さ
せ
る
。
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

{
日
)

(
明
間
〉
Z
間開
Z
印
1

『開同
Z
)
が
期
待
し
た
よ
う
な
こ
の
名
称
の
償
用
は
な
さ
れ
て

、
:
、
。

L
J
J
F
L
 

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
特
に
頻
用
し
た
造
語
「
国
家
附
法
」
に
は
言
葉
の
上
だ

け
で
み
れ
ば
民
族
に
代
え
て
よ
り
適
切
に
国
家
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う

長
所
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
以
外
で
は
こ
の
名
称
に
対
し
て
も
ま
た

「
国
際
私
法
」
と
い
う
表
現
に
対
し
て
な
さ
れ
た
問
題
が
の
こ
る
。
更
に
カ

γ
ト
ン
問
、
ゾ
ー
ン
問
、
セ
ク
タ
ー
閥
、
人
際
、
種
族
同
法
等
々
に
対
し
て

の
そ
れ
と
相
応
す
る
ド
イ
ツ
語
の
造
語
を
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
。

私
法
問
法
と
い
う
用
語
(
チ
l
テ
ル
マ
ン
《
N
司
盟
、
宮
〉
Z
Z
V
)
は
全
く
不

{
回
}

明
阪
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
で
す
ぐ
思
い
浮
ぶ
の
は
む
し
ろ
時
限
的
暫
定
法
か

(
げ
)

あ
る
い
は
調
整
法
で
あ
ろ
う
。

(
け

υ
)

司
河
〉
Z
N
F開
O
Z
国
〉
同
0
・
開
門
町
田
=
ロ
ロ
問
団
ロ
ユ
ロ
ロ
年

ω口
}
M
E
E
C
2
2
c
c叶
)

S
R
-
-
V
2
2
S
(但
し
説
明
な
し
て
及
び
明
国
〉
Z
何
回
A
叩斗開
HZ-
口
元

(の

B
R
B
n
r
#
)

同

(

H

S

品
)
日
宮
内
・
ヵ
l
ン
は
そ
れ
以
前
に
(
関
〉
出
Z
-

】
}
足
ユ
ロ
岡
田
同
ゲ
・
包
(
H

∞坦∞
)

H
『

-
H
〉
σ}岡
田
口
《
出
口
口
問
。
ロ

N
E
B
-司
河
合
唱
N
J

H

H

諮
問
・
)
双
方
的
抵
触
規
定
を
、
コ
〉
ゲ
問

5
5
5四国ロ
O
H
B
g
=
と
か

コ
の
円
。
口
N
ロ
ロ
コ
ロ
ぬ
ロ
ェ
と
よ
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
サ
ヴ
ィ
ニ
l



(ω
〉
話
。
2
4
)

の
用
い
た
表
現
『
法
規
の
支
配
の
場
所
的
限
界
』
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
リ
円

)
ω
2
2阿
見
切
戸
弔
問

H
N∞
の
い
う
『
あ
ま
り
に
空
間
的
に
把
え
す

ぎ
て
い
る
』
を
参
照
の
こ
と
。

ハ
日
)
明
，

m〉
Z
関
開
Z
印
、
円
何
回

Z

E
句
。
(
前
注
内
日
》
)
。

(
げ
叩

)
Z
C回
目
切
〉

d
F
P

ロ2
2
n
F
E
H
Z同
(
巴
ωN)HEH
『
経
過
規
定
も
含

む
』
参
照
。

(
げ
〉
の
C
見
書
戸
田
宮

ω
叶
〉
冨
芦
田
-
U
E
問
。

E
B
Z
去
三
E
Z

河
内

n
z
c
g
C
H印
印

HU
『
私
法
上
の
イ

γ
タ

l
一フ

l
ケ
ン
』
。

(
以
上
第
一
章
銃
一
節
)

付第二版「国際私法の基礎理論」
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